
いじめ問題対策委員会 

１ 目的 

 いじめは，いじめを受けた児童生徒の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるととも

に，生命または身体に重大な危険を及ぼす恐れがある。 

 深刻化するいじめ問題の実態を把握し，いじめの防止，早期発見，迅速で的確な対応を行うことは，

児童生徒に関わる全ての者の責務である。本校では，いじめの予防と解決のための総合的な対策を，学

校と家庭，地域や関係諸機関との連携を図りながら推進していく。 

 

２ 組織 

  ◎委員長－校長 

  ○副委員長－PTA 会長 

  ・委員－ 附属学校課長，PTA副会長，副校長，教頭，教務主任，生徒指導主事，指導部長， 

各学部主事（特別支援 CN含む），養護教諭 

   

  ※必要に応じて，宮城県中央警察署，仙台市児童相談所，仙台市発達相談支援センター，各区保健

福祉センター等の関係機関と連携を図り，参加を要請する。 

 

 

３ いじめ防止及び早期発見に関わる年間活動計画 

          ※○は主に学校・教職員，■は家庭・PTA・地域，△は附属校園に関するもの 

４月 

○安全対策委員会 ○運営委員会・支援委員会 ○登校指導 ■保護者通学バス

乗車体験 ○地下鉄下校指導 ■PTA 専門委員会・顔合せ会 △四校園連携会 

○わかすぎ集会 ○職員会議（児童生徒情報交換）○授業参観 ■PTA総会 

５月 

○■家庭訪問・個別面談 ○わかすぎ集会 ○運営委員会・支援委員会 ○指導

部全体会（児童生徒理解研修） ■PTA役員会 ○職員会議（児童生徒情報交換） 

○環境整備週間 ■PTA清掃協力日 ○主事会 

６月 
○運営委員会・支援委員会 ○わかすぎ集会 ■PTA役員会 ○職員会議（児童

生徒情報交換） ○学校評議員会 △小学部・附小交流 ○主事会 

７月 
○学校保健委員会 ○わかすぎ集会 ○運営委員会・支援委員会 △附属学校特

別支援部会 ■PTA役員会 ○指導部全体会 ○研究部研修会 ○主事会 

８月 

△附属学校特別支援教育研修会 ○運営委員会・支援委員会 ○登校指導 ○地

下鉄下校指導 ○高等部・いずみ高等支援交歓会 △中学部・附中祭参加交流  

○職員会議（児童生徒情報交換） ○主事会 

９月 
■PTA 役員会 ○運営委員会・支援委員会 ○わかすぎ委員会 ○職員会議（児

童生徒情報交換） ○■ふようまつり ○主事会 

１０月 

○■個別面談 ○登校指導 ○地下鉄下校指導 ○授業参観週間 ○運営委員

会・支援委員会 ○環境整備週間 ■PTA清掃協力 ○わかすぎ集会 ○職員会

議（児童生徒情報交換） ○中学部・仙台市音楽発表会参加 ○主事会 

１１月 
○学芸会 ■PTA役員会 ○運営委員会・支援委員会 ○職員会議（児童生徒情

報交換） △附属学校特別支援部会 ○主事会 



１２月 
△高等部・附幼交流会 ○運営委員会・支援委員会 ○職員会議（児童生徒情報

交換） ○主事会 

１月 
○登校指導 ○地下鉄下校指導 ○わかすぎ集会 ○運営委員会・支援委員会 

○職員会議（児童生徒情報交換） ○学校評議員会 ○主事会 

２月 

■PTA 専門委員会 ○安全対策委員会 ○児童生徒作品展 ○運営委員会・支援

委員会 ○■個別面談 ○授業参観 ○職員会議（児童生徒情報交換） ■PTA

役員会 △附属学校特別支援部会 ○わかすぎ集会 ○主事会 

３月 
○環境整備週間 ○学校保健委員会 ○運営委員会・支援委員会 ○職員会議（児

童生徒情報交換） 

 

 

４ 内容 

 取り組みに関する基本的な方針及び具体的な取り組み等については，「いじめ防止等のための対策に

関する基本的な方針 －平成２５年１１月２５日作成－」の通りとする。（次項参照） 

 

 

 


